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久留米市が近隣の他の市区町村と共同でこれらの市区町村の区域内において前各号のいず

れかに該当するものを共通の返礼品等とするもの。

福岡県内の複数の市区町村と連携し、当該連携する市区町村の区域内において前各号のい

ずれかに該当するものを福岡県及び久留米市の共通の返礼品等とするもの。

福岡県内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び久留

米市を認定し、当該物品を久留米市がそれぞれ返礼品等とするもの。

※内容が変更になる場合は、変更後の内容をご記入のうえ再提出して下さい。

地場産品基準を

満たさない返礼品

久留米市内において提供されるサービス等であって、当該サービスの主要な部分が久留米市に

相当程度関連性のあるもの。

七の二 久留米市内において地域のエネルギー源により発電された電気。

久留米市の広報の目的で生産された久留米市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ等で

あって、形状、名称その他の特徴から久留米市の独自の返礼品等であることが明白なものであ

ること。

前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであっ

て、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。

返礼品名称 調達金額 附帯理由

地場産品基準を

満たす返礼品

市外での工程

久留米市内において生産された農畜産物であって、近隣の他の市区町村の区域内において生産

されたものと混在したもの。（流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。）

混在することが

避けられない理由

市外での生産

久留米市内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより半分以

上の付加価値（価格または重量）が生じているもの。ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精

白である場合には、福岡県内において生産されたものを原材料とするもの。

工程の内容 価格または重量

市内での工程

返礼品名

久留米市内において生産された農畜産物。

久留米市内において原材料の半分以上（価格または重量）が生産されたもの。

原材料 価格または重量

市内での生産

地場産品基準の確認票

記入日 令和

　該当する項目にチェック☑のうえ、記入欄がある場合はご記入ください。

事業者名


